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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
基 板 を 処 理 す る た め の 処 理 室 と 、 前 記 処 理 室 内 に 設 け ら れ 前 記 基 板 を 載 置 及 び 加 熱 す る サ
セ プ タ と を 有 す る 基 板 処 理 装 置 に お い て 、 前 記 サ セ プ タ 上 に 、 前 記 基 板 を

複 数 の ピ ン
設 け こ と を

特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 に お い て は 、 請 求 項 １ に 記 載 し た よ う に 、 基 板 を 処 理 す る た め の 処 理 室 と 、 前 記
処 理 室 内 に 設 け ら れ 前 記 基 板 を 載 置 及 び 加 熱 す る サ セ プ タ と を 有 す る 基 板 処 理 装 置 に お い
て 、 前 記 サ セ プ タ 上 に 、 前 記 基 板 を

複 数 の ピ ン 設 け
こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 を 構 成 す る

。
　

処 理 す る 時 に 前
記 基 板 を 前 記 サ セ プ タ か ら 浮 か せ る よ う に 支 持 す る た め の が 、 頂 部 が 前 記 サ セ
プ タ の 表 面 か ら 突 出 す る 状 態 で ら れ 、 前 記 ピ ン は ピ ン の 高 さ を 変 更 可 能 と す る

請 求 項 １ に 記 載 の 基 板 処 理 装 置 に お い て 、 ピ ン の 高 さ を 変 更 す る こ と に よ っ て 、 ア ッ シ ン
グ 条 件 を 変 更 可 能 な こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。

処 理 す る 時 に 前 記 基 板 を 前 記 サ セ プ タ か ら 浮 か せ る よ
う に 、 支 持 す る た め の が 、 頂 部 が 前 記 サ セ プ タ の 表 面 か ら 突 出 す る 状 態 で
ら れ 、 前 記 ピ ン は ピ ン の 高 さ を 変 更 可 能 と す る

ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 し た よ う に 、 請 求 項 １ に 記 載 の 基 板 処 理 装 置 に お い て 、 ピ ン の 高
さ を 変 更 す る こ と に よ っ て 、 ア ッ シ ン グ 条 件 を 変 更 可 能 な こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置
を 構 成 す る 。
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